
学校給食で日本の水産物を応援しよう!
～事業実施のプロセス～

（３）事業計画の策定等

事業実施者（生産者、流通業者、
給食事業者等の民間事業者に加

え、地方公共団体）

水産物安定供給推進機構

（４）事業計画の実施

（５）事業実績の提出

ポイント
○使いたい魚種や数量、提供期間、
提供先などを検討

【事業要件】
ALPS処理水の風評影響により処
理水放出以前の同月の産地価格と
比べ７％以上価格が低下している
水産物

ポイント
○事業申請後、審査委員会で審議
され決定（事業実施者が説明）

○１人１回あたり1,000円以内
○上限１億円、下限１００万円、
同じ学校施設は２回まで

ポイント
○事業実績の内容に則って補助金
が支払われる
※事業実施中に資金が必要な場
合は概算払可

（２）取組内容を考える

生産者、流通事業者、給食事業
者等の民間事業者に加え、地方
公共団体も事業実施可能

（１）関係者との相談

①進め方や事業要件の相談先
（事務局）水産物安定供給

推進機構
URL：http://www.fishfund.or.jp/jigyou9.html

②調達先等の相談先
使いたい魚種を生産等して
いる県漁連等
ホタテは例えば、北海道漁連、
青森県漁連、岩手県漁連、宮
城県漁協、全水加工連

主な連絡先 ⇒ 裏面につづく

⇆

経済産業省
水 産 庁

ポイント
○関係者に連絡してみよう!
○事業の仕組みを知ろう!



【主な連絡先】

●ホタテを生産等している事業者
北海道漁業協同組合連合会 ０１１－２３１－２１６１
青森県漁業協同組合連合会 ０１７－７６３－４１４１
岩手県漁業協同組合連合会 ０１９－６２３－８１４１
宮城県漁業協同組合 ０２２５－２１－５７３２
全国水産加工業協同組合連合会 ０３－３６６２－２０４０

●事務局
水産物安定供給推進機構 ０３－３２５４－７０４４

●事業担当省庁
経済産業省福島復興推進G ０３－３５８０－１２２８
水産庁漁政部加工流通課 ０３－６７４４－２３５０


